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品川はやての会
練習会

「CLA（クラ）」はラテン語で憂い、辛さ、気遣い、共感などと云った意味で、英語のキュアーやケアの語源です。

認知症ケアワｰキング学習会

日時①：4 月 8 日 ( 日 )12:00 ～ 15:00
会場①：赤羽さくら並木道り公園
　　　( 赤羽台 4 丁目 19)
会費 :1000 円 ( 差し入れ大歓迎 )
主催 : ヘルパｰネット ｢ あおぞら ｣
連絡先 :090-2744-4766( やのはら )

日時②：4 月 9 日 ( 月 )11:00 ～
会場②：新宿御苑 新宿門集合園
主催 : 在宅ケア研究会

PC アドレス：ruka@ga2.so-net.ne.jp

日時：5 月 6 日 ( 日 )14:00 ～
会場：東京市民ボランティアセンタｰ
　　　(JR｢ 飯田橋 ｣ 徒歩 2 分 )
テｰマ：｢ 入室困難な方への対応 ､ 他 ｣
申し込み先：3787-3117 ファックスにて藤原宛

日時： 5 月 12 日 ( 土 )
　　　12:00 ～ 練習会 10K 5K ウオｰキング
　　　15:00 ～ ?( 北品川の黒湯 )
会場：全金属品川事務所
　　　( 京浜急行 ｢ 北品川 ｣ 駅 3 分 )
申し込み先：080-1295-6921 つくひじ宛

老問研 定例学習会 
『4 月から ､ 介護保険はどう変わったか』

 ～特養 ､ 通所 ､ グルｰプホｰム ､ そして訪問介護の現場から検証する～
◎特養 ･ 通所介護の事業所から：赤木 真氏 ( 草花苑 副施設長 )
◎グルｰプホｰムの事業所から：小島 美里氏 ( くらしネットえん 代表理事 )
◎訪問介護の事業所から：東京介護労働組合
日時：年 4 月 14 日 ( 土 ) 14:00 ～ 17:00
会場：大正大学 7 号館 774 教室
　　　( 都営地下鉄 ｢ 西巣鴨 ｣ 下車 徒歩すぐ )
　　　( 都営バス【浅草雷門行 ･ 王子行 ･ とげぬき地蔵行】 池袋東口から ｢ 堀割 ｣ 下車すぐ )
参加費：500 円 ( 資料代 )
※会員以外の方でも ､ ご参加いただけます ｡

お花見

千鳥が淵（撮影・北出千万城）
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11 月 9 日 ｢ 記者会見 ｣ パｰト 2

　人間は必死で生きていると言うことと ､ それを支え
るヘルパーの仕事を是非伝えたい ｡ 森下さん ( 前号掲
載 ) のようなお話はよく聞きます ｡ 私たちの訪問先は
､ 厚労省のデータでも明らかですが ､ 半数の方は ､ 認
知症をはじめとする精神疾患やうつ病をお持ちになっ
ています ｡ 要介護状態になった方は精神的なケアが必
要な方が多いです ｡ 介護保険の ｢ 自立支援 ｣ にもとづ
いてヘルパーは生活の共有や ､ くらしを一緒に作って
います ｡ 森下さんはヘルパーを使って 8 年ですが生
活援助がすでに削られていることをご存知です ｡ 私
も今日 ､ 生活援助の 1 時間に入って来ましたが ､06
年以前は ､2 時間のプランの方です ｡ 今 ､ 洗濯機が話
題になりましたが ､ 厚労省は調査の結果として洗濯
16.9 分という時間を出しています ｡ 在宅ではそんな
洗濯機はありません ｡ コインランドリーに行くことも
あります ｡ 干す時間 ､ 畳む時間 ｡ 洗濯一つとってもそ
の時間では終わらないような内容を私たちは 1 時間
でやりあげています ｡ 洗濯だけではなく厚労省のいう
ように ､ 二～三つの生活援助を重ねています ｡ みなさ
んの生き抜こうとする意欲になっています ｡ 生活援助
をこれ以上削っていこうというのは ､ 暮らしの基礎を
奪うものです ｡ ぜひもう一度取材してほしい ｡ 真剣

に考えてほしい ｡NHK の報道では ､｢1 時間のうち 15
分は余っていて ､ 余計なおしゃべり話している ｣ とヘ
ルパーの声なのか ､ 利用者の声なのかよくわからない
報道がされました ｡ 一時間で余っているような援助な
ら 06 年以前は常勤換算で ､ 約 19 万人いたヘルパー
が短時間が評価されて以降 3 万人も減るでしょうか ?
登録のヘルパーの賃金は 100 万円を切っています ｡8
割近くが低賃金で働いています ｡ 常勤は平均 300 万
というデータが出ていますので ､ 賃金から予測して
10 万人近いヘルパーが現場から去っているのです ｡
　今までも援助時間が削られることは ､ ヘルパーの大
切にしている人を支える具体的な生活援助とコミュニ
ケーション ( 関係性の構築 ) が削られるのです ｡ 現場
では話をする時間がありません ｡ 聞き取る時間がない
のです ｡ それぞれの生活がどういうものなのか ､ 自分
の暮らしや考えを ｢ 話すこと ｣ がどんなに人間の生き
る力になるのか ､ これは認知症ケアのなかで実証され
ています ｡ 現在 ､ 認知症予防に一番効果があるのはコ
ミュニケーションと常識になっています ｡ 掃除 ､ 洗
濯、買い物 ､ 調理の行為だけの時間で ､ ヘルパーの仕
事を評価するのは高齢者の権利を奪うことになります
ので、やめてほしい ｡

「15分余っている」との
報道と調査に黙ってられない！

20 号に引き続き当日の発言要旨を紹介します

藤原るかさん ( ヘルパー )

　一般的な生活援助の事例を報告します。男性で六八
歳、単身。介護２で片マヒがあります。四畳半のアパー
トに暮らし、台所は２畳くらいです。毎日１時間生活
援助が入っています。デイサービスは週一回。通院は
月一回。
　1 時間で買い物と調理、掃除と調理になっている。
まず訪問したとき郵便受けを確認します。大事な書類
が入っているからです。あいさつして体調の確認し部
屋の中の変化の様子を見ます。１時間のなかで、最初
は米を研いですぐに炊飯器にかけます。それから買

い物の日は冷蔵庫を開けて食材の確認、日用品の確
認、ひげそりの替刃やトイレットペーパーなど多品種
に及びます。買ってきてほしいものをお聞きいたしま
す。本人も希望がありますから。お金を頂いて確認し
てスーパーに行きますがここだけですでに 6 分かかっ
ています。
　自転車をとばしていきますがスーパーが近いところ
にあればいいですが、遠いところの場合もあります。
大きなスーパーでは、品物は揃っていますが、だいた
い 10 分から 13 分位かかります。レジが込んでいた

渡辺一さん ( ヘルパー )
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ら胃が痛くなってきます。10 人くらいならんでいた
らどうしようかと思ってしまいます。帰りもやはり
5，6 分かかります。食材を冷蔵庫に入れて、残金を
ご本人に確認してもらう。ここまで 30 ～ 40 分かか
ります。雨の日だとカッパを脱いだり着たりしますの
でもっとかかります。買い物が終わり、調理にかかり
ます。最低３品は作らなければバランスがとれません。
それでも足りないときは缶詰めなどを使って頂いてい
ます。弱火で調理しながら簡単な掃除をします。掃除
の日もあるが、ご飯やスープが床や畳にこぼれること
が必ずあります。前の日の食器が残っていることもあ
ります。調理では平均 20 分かかります。台所みなが
ら掃除を簡単にして。配膳、冷めたら保存用に冷蔵庫
にいれます。翌日デイサービスに行く場合は、その準
備に入ります。下着、シャツ、バスタオル、薬、歯ブ
ラシ、連絡ノートを確認して、詰めて翌日の準備にな
ります。ここまで至るのにすでに 60 分たってしまっ

ています。そのあとの記録や、買い物レシートを貼っ
て終わるりますが、だいたい１時間を超えています。
　片マヒがあるので、ご飯が床にこびりついている。
靴下にご飯粒がこびりつくような状態。掃除機でとれ
ないので雑巾かけもある。汚れた下着もバケツに入っ
ている。調理と買い物でいっぱいだがが、臭いものを
そのまま置いておくわけにはいかないので、簡単に手
洗いをして、翌日洗濯機にかけるようにする。これだ
けに７０分くらいになってしまう。夏ですとこのお宅
にはクーラーがありません。この時点で汗ダくです。
さらに、暑い中を仕事をすると汗だくになるので、Ｔ
シャツをとり変えて次のお宅にいく。
　どのお宅も、訪ねてみなければわからない。それ
を 60 分ではできません。それが 45 分になったら、
25％カットですからほとんどできない、若い人がこ
ういう仕事に携わったらほとんど音をあげてしまうの
ではないかと思います。

　

費用 : 約 28000 円

　　　交通機関 新幹線 ( 大人の休日倶楽部を使用 )  1 万 3000 円

        注 )13 日のみ夜行バスで福島まで  3000 円

日程：6 月 13 日 ( 水 ) ～ 17 日 ( 月 )4 泊 5 日

東北のヘルパｰさんと出会う旅 ( 案 )東北のヘルパｰさんと出会う旅 ( 案 )

　地震 ･ 津波 ･ 原発の中で活動しているヘルパｰさんの奮闘の様子を直接伺い ｢ 生命と暮らし ｣

について学びあい ･ 励まし合える交流を目的に企画します ｡

　訪問先予定は福島 ･ 宮城 ･ 岩手の 3 県を予定しています ｡ 最終日は青森の ｢ 介護の学校 ｣ に

合流します ｡(7 面のチラシ参照 )

宿泊 : 格安ホテルまたはユｰスホステル  1 万 2000 円 ( 食費は各自負担 )

第３回ヘルパーおしゃべり企画の報告
～介護保険改正について～

　2 月 25 日（土）18:30 からスタートしたおしゃべり企画は仕事を終えた面々が少しずつ揃って 10 名になりました。

ヘルパー、ケアマネ、生活相談員、特養職員等いろいろな立場の方からの職場の状況を交えたおしゃべりの会となりました。

おしゃべりをかいつまんで紹介致します。

「地域」の連携は大切といわれているので、民生委員さんの紹介を自治体に依頼しにいったら個人情報だから
と断わられてしまい疑問をもった。また、別の自治体では月に１回懇談会があるのでその席に参加してみたら
と勧められ、自治体によって対応が違うことが分かった。
45 分という単位になることで収入が減る。ヘルパーを辞めたい。事業所の運営も難しくなっている。
独居や超高齢世帯等はどうしても生活援助が必要。何故必要なのかを明確にしてゆかないといけない。
医療依存度が上がるので、ケアマネも医療領域の知識が必要になってくる。土・日訪問看護が休みなのは不安。
特養では介護度５以外は減額。人員配置は変わっていない。内部留保があると審議会で云われれたが、残業等
超過勤務は付けていない。パート・非常勤が増えている。責任が取れない状況。
医療的ケアの研修は東京では定員 70 名（実習先は自分で探してくるという条件で）
1200 名の申し込みがあった。研修の費用はどうなるのか？４月からは研修を受けないと（胃ろう・吸引等は
できない）研修会に漏れた事業所はどうなるのか？
障碍者の制度に関しては声が届いている部分もある。在宅の現状については社会の後押しが必要。状況を発信
していかないとと思う。

今回アドバイサーとしてお願いした吉田さん（包括支援センター勤務）は、大田区にある大田メディカルケアネットの立

ち上げから係っている若手のケアマネ。自らのケアマネ体験から居宅療養管理指導と往診医をそれぞれ別のドクターを依

頼してしまい「今すぐ来い」と診療所に呼び出されてその後、医療機関との調整の際トラウマを抱えそうになった事等を

率直にお話しいただいた。そういったお話もあり地域でのクリニックとの連携（在宅に理解がある医師とそうではない医

師の事）や認知症に対する成年後人につなげる際の判断等幅の広い話をしていただけました。

・

・
・
・
・
・
・

・

次回は「介護保険改正その後」をおしゃべりのテーマに６月 9 日 ( 土 ) に開催予定で企画します。
会場は「南部労政会館」にて 18:30 ～

しんぶん赤旗

2012 年 1 月 23 日付
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今般の介護報酬改定により ､ 生活援助の時間区分が 20 分以上 45 分未満と 45 分以上の 2 区分と見直された

が ､ これは必要なサｰビス量の上限等を付したわけではなく ､ 利用者個々の状況に応じた介護支援専門員とサｰ

ビス提供責任者による適切なアセスメント及びケアマネジメントに基づき ､ 利用者のニｰズに応じた必要な量

のサｰビスを提供するべきであることは従前どおりである ｡ また ､ この見直しにより ､ これまで提供されてきたサｰビス

を利用者の意向等を踏まえずに ､ 新たな時間区分に適合させることを強いるものであってはならず ､ 適切なアセスメン

トとケアマネジメントに基づき ､ 見直し以前に提供されていた 60 分程度のサｰビスや 90 分程度のサｰビスを 45 分以

上の生活援助として位置付け ､ 見直し後も継続して提供することは可能である ｡

　また ､ 必要に応じて見直し以前に提供されていたサｰビスに含まれる行為の内容を再評価し ､ 例えば ､1 回のサｰビス

を午前と午後の 2 回に分けて提供することや ､ 週 1 回のサｰビスを週 2 回とする等 ､ より利用者の生活のリズムに合わ

せた複数回の訪問により対応することも可能である ｡

※平成 18 年 Q&A(V01.2)( 平成 18 年 3 月 27 日 ) 問 27 は削除する ｡

3 月 16 日に発表された
厚生労働省の Q&A より抜粋

介護保険資料

【訪問介護】  < 生活援助の時間区分の見直し >

QQ 今般の生活援助の時間区分の見直しにより ､ 従前の 60 分程度や 90 分程度の生活援助
は提供できなくなるのか ｡

AA

訪問介護においては ､ 居宅において提供されるサｰビスとして位置付けられており ､ 生活援助における ｢ 買い

物 ｣ サｰビスを行う場合 ､ 訪問介護員等は利用者の自宅に立ち寄ってから ､ 購入すべき食品又は日用品等を利

用者に確認し ､ 店舗に向かうこととしてきたが ､ 前回訪問時あるいは事前の電話等により利用者から購入すべ

き商品を確認した上で ､ 事業所等から店舗に向い ､ 商品を購入後 ､ 利用者の居宅に向かうことができるものとする ｡ な

お ､ この場合の訪問介護の所要時間については ､ 店舗での買い物に要する標準的な時間及び利用者の居宅における訪問

介護に要する標準的な時間を合算したものとすること ｡

QQ 生活援助における ｢ 買い物 ｣ サｰビスについて ､ 利用者宅に訪問するための移動中に商品
を購入することは可能か ｡

AA

< ステッカーのキャッチコピーを募集します >
　介護者 ･ 市民をサポｰトする職能からの発信 ･ 行動が求められています ｡

　具体的に署名 ･ 集会 ･ 宣伝などで行動されている京都 ･ 大阪 ｡ 抗議はがきを出された北海道 ( 桜井和代さんの ｢ ヘル

パーの広場 ｣ で公開しています )｡ 厚労省へ抗議のファックスを出そうと呼びかけている茨城 ･ 水戸 ｡ 背景を知ろうと学

習をした埼玉 ･ 新座 ｡ 集会の準備をしている東京 (5 月 19 日 ) 等全国からの動きが届いています ｡ 共に介護を学びあい

･ 励ましあいネットワークでも ｢ ステッカー ｣ 作戦を提案します ｡ こんな ｢ ステッーカー ｣ あったら目に留まるという

コピー、ヘルパーの仕事をアピールできるコピーを 4 月 20 日までに事務局宛てに ､ ファックスやメールにて送信して

下さい ｡ たとえば ･･･｢ 介護もあるふつうの暮らしに生活援助は欠かせません ｣ とか ｢ ヘルパーは機械ではありません

人間です ｣ とか ､ みんなで意思表示をして行きましょう !
クロワッサン (2012 年 1 月 25 日  821 号 ) よ


